
食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書の記入例 
 

◎申請方法について、該

当する番号を○で囲ん

でください。 

 

◎組合員が申請される場

合は「1」を、組合員が

死亡された場合であっ

て遺族の方が申請され

る場合は「2」を○で囲

んでください。 

 

 

◎上の「申請者区分」で

｢2」を選択された場合

(組合員の遺族の方が   

申請される場合）のみ

記入してください。 

 

 

◎上の入院期間中に支払

った食事療養又は生活

療養の標準負担額を記

入のうえ、領収書を添

付してください。 

 

 

 

 

◎受領方法について、組

合員ご本人の口座へ振

込送金を希望される場

合は「1」を、事業主等

の代理人への受領委任

（代理人を通じての受

領）を希望される場合

は「2」を○で囲んでく

ださい。 

 

◎上の「受領方法」で

｢2」を選択された場合

(代理人への受領委任を

希望される場合）のみ

記入してください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◎組合員(または遺族であ

る申請者)にご記入いた

だく項目です。被保険

者証等をご確認のうえ

記入してください。 

◎日中連絡がとれる電話

番号を記入し、「1 自

宅」～「3 その他」の

いずれかを○で囲んで

ください。 

 （「3」の場合、括弧内

にその種類を記入して

ください。） 

 

◎暦月単位で記入してく

ださい。 

複数の月にまたがる場

合は、申請書も各月ご

とに作成のうえ提出し

てください。 

 

◎食事療養・生活療養標

準負担額減額認定証の

交付申請ができなかっ

た理由、又は減額認定

証を保険医療機関等の

窓口へ提出することが

できなかった理由を具

体的に記入してくださ

い。 

◎「2」の場合は組合員

（または遺族である申

請者）が記入してくだ

さい。 

◎振込先を記入してくだ

さい。（事業主への受領

委任を希望される場合

は記入不要です。） 

 記入誤りがあった場合

は振込送金ができませ

んので、できる限り通

帳の写を添付してくだ

さい。（その場合、この

欄は記入不要です。) 

 
 

 
 
 

 

◎事業主への受領委任を希望される場合、 
①「受領方法」欄の「2」を○で囲み、住所、氏名等を記入してください。 
② 代理人の「氏名」欄に事業所名称と、事業主氏名を記入してください。 

この場合､｢申請者との関係」以下の項目と「振込先」欄の各項目は記入不要です｡ 

 

 

◎ 食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給について 

 市町村民税非課税世帯に属する被保険者が、入院時食事療養又は入院時生活療養を受けた場合であって、減額認定証の交付を受けられなか

った理由又は減額認定証を病（医）院の窓口に提出することができなかった理由がやむを得ないものと組合が認めたときは、病（医）院に支

払った標準負担額と標準負担額の減額により支払うべき標準負担額との差額を支給します。 

◎ 添付書類について 

 70 歳未満の被保険者が標準負担額の減額による差額の支給を受けようとするときは、この申請書に病（医）院に支払った標準負担額が確認

できる領収書添付して提出してください。 

② 

① 


